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市
民
の
皆
さ
ん
、
新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

輝
か
し
い
新
春
を
、
健
や
か
に
お
迎
え
の
こ
と
と
心
か
ら
お
慶
び

申
し
上
げ
ま
す
。

　　

昨
年
は
、
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
東
北
地
方
を
中
心
と
し
た
甚
大

な
被
害
が
発
生
し
、
さ
ら
に
は
、
我
が
国
が
こ
れ
ま
で
経
験
し
た
こ

と
の
な
い
深
刻
な
原
子
力
災
害
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
市
に
お
い
て
も
、
震
災
直
後
よ
り
被
災
関
係
市
町
村
に
対
し
、

支
援
を
行
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。
今
後
と
も
で
き
る
限
り
の
援
助
を

行
っ
て
ま
い
り
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
安
心
安
全
が
如
何
な
る
事
態
に
お
い
て

も
確
保
さ
れ
る
よ
う
、
原
子
力
発
電
所
の
安
全
確
保
、
防
災
対
策
に
、

全
力
を
挙
げ
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

災
害
時
に
お
け
る
代
替
補
完
ル
ー
ト
と
し
て
の
重
要
性
な
ど
を
訴
え

て
き
た
こ
と
が
よ
う
や
く
実
を
結
び
、
敦
賀
ま
で
の
延
伸
認
可
、
着

工
が
大
き
く
前
進
し
た
も
の
で
あ
る
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

　

今
後
は
、
早
期
整
備
に
向
け
て
、
気
を
緩
め
る
こ
と
な
く
関
係
機

関
、
団
体
の
皆
さ
ん
と
一
体
と
な
っ
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

敦
賀
市
の
新
し
い
未
来
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
一
人
ひ
と
り
の
お
力

添
え
が
あ
っ
て
、
は
じ
め
て
実
現
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

ど
う
か
、
今
後
と
も
、
よ
り
一
層
の
ご
支
援
ご
協
力
を
賜
り
ま
す

よ
う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
幸
多
い
年
で
あ
り
ま
す

こ
と
を
心
か
ら
お
祈
り
申
し
上
げ
、
新
年
の
ご
あ
い
さ
つ
と
い
た
し

ま
す
。

　

先
月
に
は
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
研
究
開
発
拠
点
化
計
画
の
一
環
と
し
て

進
め
ら
れ
て
い
る
福
井
大
学
国
際
原
子
力
工
学
研
究
所
の
建
設
工
事

が
完
成
し
ま
し
た
。
こ
の
施
設
を
拠
点
に
、
原
子
力
防
災
・
危
機
管

理
に
関
わ
る
研
究
開
発
を
始
め
と
し
た
ト
ッ
プ
レ
ベ
ル
の
研
究
が
行

わ
れ
、
地
域
の
安
心
安
全
に
貢
献
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

　

昨
年
11
月
に
は
、
敦
賀
港
が
国
の
進
め
る
日
本
海
側
拠
点
港
に
選

定
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
も
こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
新
規
航
路
の
開
設

な
ど
、
積
極
的
な
ポ
ー
ト
セ
ー
ル
ス
を
継
続
し
て
行
い
、
よ
り
一
層

の
港
の
活
性
化
に
努
め
て
ま
い
る
所
存
で
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
市
は
昨
年
、
第
６
次
敦
賀
市
総
合
計
画
を
策
定
し
、「
世
界
を

つ
な
ぐ
港
ま
ち　

み
ん
な
で
拓ひ

ら

く
交
流
拠
点
都
市　

敦
賀
」
を
将
来

都
市
像
と
定
め
ま
し
た
。

　

今
年
は
政
策
の
実
現
に
向
け
、
新
た
な
ま
ち
づ
く
り
へ
の
チ
ャ
レ

ン
ジ
の
年
で
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
敦
賀
長
浜
間
鉄
道
開
通
１
３
０
周
年
、
欧
亜
国
際
連
絡

列
車
運
行
１
０
０
周
年
、
敦
賀
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
定
期
航
路
開
設

１
１
０
周
年
と
鉄
道
と
港
に
関
す
る
記
念
の
年
と
な
り
ま
す
。

　

こ
れ
に
合
わ
せ
、
関
係
機
関
・
行
政
が
一
体
と
な
り
、
各
種
記
念

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
推
進
し
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
や
観
光
振
興
に

繋
が
る
よ
う
、
取
り
組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
昨
年
末
に
は
、
最
終
調
整
に
入
っ
て
い
た
北
陸
新
幹
線

金
沢
―
敦
賀
間
の
整
備
方
針
が
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、

 

敦
賀
市
長
　

　
　  

河
瀬
一
治

新春のごあいさつ

新
春
の
お
慶
び
を

申
し
上
げ
ま
す１

敦
賀
港
が
「
国
際
フ
ェ
リ
ー
・
国
際
Ｒ
Ｏ
Ｒ
Ｏ
船
」
分
野
で
日

本
海
側
拠
点
港
に
選
定
。

国
際
コ
ン
テ
ナ
取
扱
い
個
数
が
２
万
Ｔ
Ｅ
Ｕ
を
超
え
過
去
最
高

を
更
新
。

２
新
た
な
長
期
市
政
方
針
と
し
て
「
第
６
次
敦
賀
市
総
合
計
画
」

を
策
定
。

３
北
陸
新
幹
線　

敦
賀
ま
で
の
着
工
認
可
方
針
が
決
定
。

４
敦
賀
市
長
河か
わ
せ瀬
一か
ず
は
る治
氏
５
選
、
危
機
管
理
監
と
し
て
木き
む
ら村
学
ま
な
ぶ

氏

を
副
市
長
に
登
用
。

敦
賀
市
議
会
議
員
選
挙
、
現
職
19
人
、
新
人
５
人
、
元
職
２
人

が
当
選
。
議
長
に
堂ど
う
ま
え前
一か
ず
ゆ
き幸
氏
、
副
議
長
に
北
ほ
う
じ
ょ
う條
正
た
だ
し

氏
就
任
。

５
台
風
15
号
の
影
響
で
井
の
口
川
が
増
水
し
、
敦
賀
市
で
初
め
て
の

避
難
勧
告
を
「
莇
生
野
・
萩
野
町
」
に
発
令
。

６
東
日
本
大
震
災
発
生
に
伴
い
被
災
地
に
救
援
物
資
を
搬
送
す
る

と
と
も
に
市
職
員
を
派
遣
。

市
民
活
動
団
体
で
組
織
す
る
「
と
ん
と
ん
キ
ッ
ズ
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」
が
被
災
地
の
子
供
た
ち
を
支
援
。

７
市
内
全
小
・
中
学
校
の
耐
震
補
強
工
事
が
完
了
。

８
日
本
ゼ
オ
ン
㈱
と
産
業
団
地
の
分
譲
仮
契
約
調
印
。

㈱
三
徳
が
レ
ア
ア
ー
ス
合
金
製
造
工
場
を
、
Ｊ
Ｘ
日
鉱
日
石
金

属
㈱
が
レ
ア
メ
タ
ル
パ
イ
ロ
ッ
ト
プ
ラ
ン
ト
を
建
設
着
工
。

９
市
立
敦
賀
病
院
に
救
急
科
新
設
。

10
敦
賀
港
金
ヶ
崎
緑
地
周
辺
の
岸
壁
に
ジ
ン
ベ
エ
ザ
メ
が
現
れ
、

多
く
の
人
で
賑
わ
う
。
愛
称
は
「
ツ
ル
ベ
イ
ち
ゃ
ん
」
に
決
定
。

平
成
23
年

敦
賀
市
10
大
ニ
ュ
ー
ス
決
定

平
成
23
年

敦
賀
市
10
大
ニ
ュ
ー
ス
決
定
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国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告

書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
画
面
の
案

内
に
従
っ
て
金
額
な
ど
を
入
力
す
れ
ば
、

税
額
な
ど
が
自
動
で
計
算
さ
れ
、
所
得

税
、
消
費
税
の
確
定
申
告
書
や
青
色
決
算

書
な
ど
が
作
成
で
き
ま
す
。

　

申
告
書
な
ど
を
作
成
し
た
後
は
、同
コ
ー

ナ
ー
か
ら
そ
の
ま
ま
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用

し
て
税
務
署
に
送
信
で
き
る
ほ
か
、
自
宅

の
プ
リ
ン
タ
で
印
刷
し
て
、
送
付
等
に
よ

り
税
務
署
へ
提
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

《
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
利
用
に
よ
る
メ
リ
ッ
ト
》

①
最
高
４
，０
０
０
円
の
税
額
控
除
（
平
成

19
年
分
～
22
年
分
の
確
定
申
告
で
こ
の

控
除
を
受
け
て
い
な
い
方
の
み
）

②
添
付
書
類
（
源
泉
徴
収
票
な
ど
）
の
提

出
省
略
（
確
定
申
告
期
限
か
ら
５
年
間

は
、
添
付
書
類
の
提
出
ま
た
は
提
示
を

求
め
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
）

③
還
付
金
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
（
３
週
間
程

度
に
短
縮
）

税
務
署
職
員
に
よ
る
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
の
出
張

申
告
相
談
を
行
い
ま
す
。

粟
野
公
民
館 

２
月
21
日
㈫
～
22
日
㈬

市
役
所
４
階 

２
月
28
日
㈫
～
３
月
７
日
㈬

《
必
要
な
も
の
》

●
電
子
証
明
書
付
き
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド

（
市
役
所
市
民
課
で
取
得
で
き
ま
す
）

※
電
子
証
明
書
の
有
効
期
限
は
発
行
日
か

ら
３
年
間
で
す
。
既
に
取
得
さ
れ
て
い

る
方
で
有
効
期
限
が
切
れ
る
方
は
、
市

民
課
で
更
新
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま

す
。（
電
子
証
明
書
等
の
取
得
に
関
す
る

問
合
せ  

市
民
課 

☎
22
・
８
１
１
６
）

●
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
（
家
電
量

販
店
な
ど
で
購
入
で
き
ま
す
）

問合せ　税務課　☎２２－８１０６

税
の
申
告
正
し
く

お
早
め
に

　

今
年
も
税
の
申
告
時
期
に
な
り
ま
し
た
。
申
告
し
な

か
っ
た
た
め
に
、所
得
控
除
が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、

各
種
手
当
な
ど
の
受
給
手
続
き
が
遅
れ
た
り
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
所
得
証
明
が
出
せ
な
い
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
必
ず
期
限
内
に
申
告
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
！

　

今
年
も
税
の
申
告
時
期
に
な
り
ま
し
た
。
申
告
し
な

か
っ
た
た
め
に
、所
得
控
除
が
受
け
ら
れ
な
く
な
っ
た
り
、

各
種
手
当
な
ど
の
受
給
手
続
き
が
遅
れ
た
り
す
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
所
得
証
明
が
出
せ
な
い
こ
と
も
あ
り

ま
す
。
必
ず
期
限
内
に
申
告
を
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
！

問
合
せ　

市
役
所 

税
務
課

☎
22
・
８
１
０
６

２
月
16
日
㊍
～
３
月
15
日
㊍

で
は

市市
・
県
民
税

国
民
健
康
保
険
税

の
申
告
の
受
付
を
行
い
ま
す

★
左
の
日
程
表
を
よ
く
ご
確
認
の
上
、

各
会
場
へ
お
越
し
く
だ
さ
い
。

申
告
期
間

●
平
成
24
年
１
月
１
日
現
在
、
敦
賀
市

に
住
所
が
あ
る
方
で
、
昨
年
１
年

間
に
何
ら
か
の
収
入
が
あ
っ
た
方

●
収
入
が
全
く
な
か
っ
た
方
ま
た
は

失
業
保
険
、
遺
族
年
金
、
障
害
年

金
の
収
入
の
み
の
方
で
、

▼
国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
、
介
護
保
険
（
第
１

号
被
保
険
者
）
に
加
入
し
て
い

る
方
ま
た
は
加
入
予
定
の
方

▼
国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
・
児
童

扶
養
手
当
等
の
支
給
を
受
け
て
い

る
方
ま
た
は
受
け
る
予
定
の
方

▼
障
害
福
祉
に
関
し
て
、
所
得
に

応
じ
て
助
成
額
等
が
変
わ
る
制

度
を
利
用
さ
れ
る
方

　

（
同
世
帯
の
方
の
申
告
が
必
要

な
場
合
も
あ
り
ま
す
）

▼
平
成
24
年
度
に
市
内
の
私
立
幼

稚
園
に
入
園
ま
た
は
在
園
す
る

園
児
の
保
護
者
で
、
就
園
奨
励

補
助
に
よ
り
保
育
料
の
減
免
を

受
け
る
予
定
の
方

●
税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告
を

す
る
方
（
確
定
申
告
は
市
・
県
民

税
の
申
告
を
兼
ね
て
い
ま
す
）

●
一
カ
所
か
ら
の
給
与
収
入
の
み
で
、

勤
務
先
か
ら
市
役
所
に
「
給
与
支
払

報
告
書
」
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方

●
公
的
年
金
収
入
（
遺
族
年
金
・
障

害
年
金
の
収
入
を
除
く
）
の
み

で
、
各
種
控
除
を
受
け
な
く
て
も

市
・
県
民
税
の
か
か
ら
な
い
方

●
印
鑑

●
平
成
23
年
分
源
泉
徴
収
票
（
給

与
、
年
金
収
入
が
あ
る
方
）

●
収
支
内
訳
書
、
帳
簿
、
必
要
経
費

の
領
収
書
（
営
業
、
農
業
、
不
動

産
収
入
の
あ
る
方
）

※
事
前
に
収
支
を
計
算
し
て
お
い
て

く
だ
さ
い
。

●
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
・
国

民
年
金
保
険
料
・
小
規
模
企
業
共

済
・
生
命
保
険
料
・
地
震
保
険
料

（
ま
た
は
旧
損
害
保
険
料
）
等
の

領
収
書
ま
た
は
支
払
証
明
書

●
医
療
費
の
領
収
書
や
レ
シ
ー
ト
、

保
険
等
で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
の

分
か
る
も
の
（
医
療
費
控
除
の
申

告
を
す
る
方
）

※
事
前
に
医
療
を
受
け
た
方
お
よ
び
病

院
・
薬
局
別
に
計
算
し
て
く
だ
さ
い
。

●
寄
附
金
受
領
証
明
書
（
寄
附
金
税

額
控
除
の
申
告
を
す
る
方
）

●
障
害
者
手
帳
（
市
町
村
長
等
の
認

定
を
受
け
て
い
る
方
を
含
む
）、
療

育
手
帳
等
（
お
持
ち
の
方
）
な
ど

申
告
が
必
要
な
方

申
告
す
る
必
要
の
な
い
方

申
告
に
必
要
な
も
の

申告受付日程

と　き ところ

16日㈭
9:00～11:30 旧葉原小学校

9:00～16:00 農協東部支店

17日㈮

9:00～11:30 横 浜 公 会 堂

13:30～16:00 東 浦 公 民 館

9:00～16:00 農協東部支店

20日㈪ 9:00～11:30 赤 崎 小 学 校

21日㈫
22日㈬

9:00～16:00
粟 野 公 民 館
農協粟野支店

23日㈭ 9:00～16:00
中 郷 公 民 館
農協東部支店

24日㈮ 9:00～16:00
愛 発 公 民 館
農協東部支店

29日㈬ 9:00～16:00 農協敦賀支店

2月

と　き ところ

1日㈭
2日㈮

9:00～
16:00

市役所（４階講堂）
農 協 敦 賀 支 店
農 協 粟 野 支 店

5日㈪ 9:00～
16:00

市役所（４階講堂）
農 協 敦 賀 支 店

6日㈫

9:00～
16:00

市役所
（４階講堂）

農協本店

7日㈬

8日㈭ 農協本店

9日㈮

12日㈪ 農協本店

13日㈫
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3月

《確定申告出張申告会場》
　税務署職員による出張申告会場を
設置します。確定申告をされる方は、
こちらの会場をご利用ください。

２月 21 日㈫～ 22 日㈬　 粟野公民館
２月 28 日㈫～３月７日㈬

市役所４階

問
合
せ　

敦
賀
税
務
署

☎
22
・
１
０
１
０

所
得
税
・
消
費
税

の
確
定
申
告

を
受
け
付
け
て
い
ま
す

税
務
署

申
告
・
納
税
期
限

で
は

▼
所
得
税  

３
月
15
日
㊍

▼
消
費
税  

４
月
２
日
㊊

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w

w
.nta.go.jp/

確
定
申
告
は
便
利
な

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
（
イ
ー
タ
ッ
ク
ス
）
で

ｅ-
Ｔ
ａ
ｘ
を

ご
利
用
い
た
だ
く
前
に

　子ども手当の創設や高等学校授業料の
実質無償化に伴い、次の通りに改正されます。

控除対象扶養親族
の年齢

改正前
（Ｈ23年度まで）

改正後
（Ｈ24年度から）

16 歳未満 33 万円 控除対象外

16 歳以上 19 歳未満 45 万円 33 万円

19 歳以上 23 歳未満 45 万円

扶養控除の見直し

　16 歳未満の扶養親族に対する扶養控除の廃止に伴い
特別障害者控除額などが改められます。

● 16 歳未満の扶養親族に対する扶養控除の適用はあ
　りませんが、障害者である場合は、障害者控除が適
　用されますので申告をお願いします。

配偶者及び扶養親族に
対する障害者控除額

改正前 改正後

障害者控除 26 万円 26 万円

特別障害者控除 30 万円 30 万円

同居特別障害者控除（新設） 53 万円

同居特別障害者の配偶者・
扶養控除加算

23 万円

【同居特別障害者に対する障害者控除額】

同居の特別障害者に対する障害者控除の見直し

　16 歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止され
ますが、市・県民税の非課税限度額の算定に扶養親族
の人数が必要になります。16 歳未満の扶養親族につ
いても申告をお願いします。

　今まで非課税の方が課税されたり、均等割のみの方が
所得割も課税される場合があります。また、障害者控除
や寡

か ふ

婦（夫）控除にならず、税額が増える場合があります。

「16 歳未満の扶養親族」の申告が漏れたときは

※年末調整などで申告が漏れた場合は市・県民税の申告
　書により追加で申告が可能です。

「16 歳未満の扶養親族」の申告

　次の①②両方に該当する場合、確定申告書を提出す
る必要がなくなります。
① 年中の公的年金等の収入金額が 400 万円以下
② 公的年金等以外の所得金額が 20 万円以下
※ 1 医療費控除の追加などで、所得税の還付を受ける
　　 場合は確定申告できます。
※２ 公的年金等以外の所得が 20 万円以下で所得税の
　　確定申告が不要の場合でも、市・県民税の申告は
　　必要です。

公的年金所得者の確定申告手続きの簡素化

　市・県民税に係る寄附金税額控除の適用下限額が、
5,000 円から 2,000 円に引き下げられます。

寄附金税額控除の改正

個人市・県民税改正点

平成24年度からの
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　２月中は各地区へ出張申告を行って
います。市役所での申告は３月１日以
降にお願いします。


